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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剛性板を固着したフィルタエレメントの製造装置であって、
　固状の熱可塑性樹脂を収容し、かつ前記熱可塑性樹脂を溶融して液化する溶融槽と、
　前記溶融した熱可塑性樹脂を収容し、かつ溶融した熱可塑性樹脂中に前記濾材の一辺を
浸漬するための開口を有する浸漬槽と、
　前記溶融槽と浸漬槽とを加熱する加熱装置と、
を備えており、
　前記溶融槽は、固状の熱可塑性樹脂を収容する固体収容部と、液化した熱可塑性樹脂を
貯留する貯留部とからなり、前記固体収容部と貯留部とが、開口を有する仕切りを介して
連通しており、
　前記溶融槽の貯留部と浸漬槽とは隣接配置されており、前記溶融槽の貯留部から液化し
た熱可塑性樹脂が浸漬槽側にすくい上げられると共に、前記浸漬槽からの逸流液が前記溶
融槽側に流れ込むようになっていることを特徴とするフィルタエレメントの製造装置。
【請求項２】
　浸漬槽の両内側面にそれぞれレールが設けられていることを特徴とする請求項１記載の
フィルタエレメントの製造装置。
【請求項３】
　剛性板を固着したフィルタエレメントの製造方法であって、
　前記濾材の少なくとも１辺に保形材を接合し、
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　次いで、請求項１又は２に記載の製造装置を用いて、前記保形材を溶融した熱可塑性樹
脂液中に浸漬して、前記保形材表面に熱可塑性樹脂液を付着させ、
　次いで、前記保形材に剛性板を前記熱可塑性樹脂を介して積層し、
　この後、前記熱可塑性樹脂を冷却することで、前記保形材に剛性板を固着することを特
徴とするフィルタエレメントの製造方法。
【請求項４】
　剛性板の固着面に保形材の形状に対応する位置決め溝が形成されていることを特徴とす
る請求項３記載のフィルタエレメントの製造方法。
【請求項５】
　剛性板の非固着面側に取っ手が設けられていることを特徴とする請求項３又は４記載の
フィルタエレメントの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気清浄器、エアーコンディショナー、換気空調用フィルター、車室内に外
気を導入する際の空気清浄フィルター（キャビンフィルター）などの除塵や脱臭を目的と
するフィルター、及びクリーンルームやＯＡ機器などの微量ガス成分の除去フィルターに
用いられるフィルタエレメントの製造方法、及びフィルタエレメントの製造装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フィルタエレメントはその形状を保つため、ジグザグ形状の濾材の周囲の少なく
とも１辺に保形材を接合したものが知られている。例えば図１０に示すように、断面波形
にプリーツ成形した濾材２の外周に枠状のフレーム体３で囲うと共に、上記濾材２の外周
縁端部を前記フレーム体３の内周面に接着固定してなるフィルタエレメント１があった（
特許文献１参照）。
【０００３】
　このフィルタエレメントにあっては、合成樹脂、金属、木材などの剛性枠に収納され、
この剛性枠ごと空調装置に装着されて使用されていた。また、このフィルタエレメントに
おけるフレーム体には、帯状の不織布、フェルト、紙材など、特には帯状の不織布を素材
として使用していた。
【０００４】
　ところで、フィルタエレメントの交換費用や廃棄処理費用の低減化が必要とされる用途
では、洗浄などにより再生して繰り返し使用することが求められる。しかし、上記帯状の
不織布などを素材とする剛性に乏しいフレーム体では、洗浄などの再生処理が難しいとい
う不具合があった。
【０００５】
　このような事情から、洗浄などにより再生して繰り返し使用することができるフィルタ
エレメントが提案されるに至っている。例えば図１１に示すフィルタエレメント１１は、
波形状に曲成してなる濾材１２と、この濾材１２の少なくとも幅方向両端部にそれぞれウ
レタンフォームを発泡成形することにより一体的に設けて、前記濾材１２の波形状を維持
する端部材１３と、前記端部材の長手方向一端部に接着固定した前記端部材よりも高さ寸
法が大きい飾り板１４とを具備したものである（特許文献２参照）。
【０００６】
　しかし、このフィルタエレメントは、ウレタンフォームを発泡成形することにより端部
材を一体的に設ける必要があり、非常に手間と費用がかかるという欠点があった。
【０００７】
　また、別のフィルタエレメント２１としては、図１２に示すように、濾材が所定方向に
波付けされたエアーフィルタパック２２の波付け方向の各端部に外枠を構成する側板２３
をそれぞれ当接させた状態で、該エアーフィルタパック２２の波付け方向と直交する方向
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の各端部および各側板２３のそれぞれの端部を型枠２４の凹部２５内に収容した流動性合
成樹脂２６内に浸漬して該合成樹脂を硬化させる工程と、前記合成樹脂を独立発泡構造を
なす低発泡成形する工程とを含む方法により製造されたものがある（特許文献３参照）。
【０００８】
　ところが、この製法方法は、型枠の凹部に収容した流動性合成樹脂内にエアーフィルタ
パックの端部を浸漬して、該合成樹脂が硬化するまで放置する必要があり、大量生産には
不向きな工程を有していた。
【０００９】
【特許文献１】特開２００２－５８９４３号公報
【特許文献２】実開昭６３－２０９２７号公報
【特許文献３】特開平２－３５９０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、洗浄などにより再生して繰り返し使用することができるフィルタエレメント
を効率的かつ低コストで製造することができる剛性板を固着したフィルタエレメントの製
造方法、及びその方法に使用する製造装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、請求項１及び２記載の発明は、「剛性板を固着したフィルタ
エレメントの製造装置であって、
　固状の熱可塑性樹脂を収容し、かつ前記熱可塑性樹脂を溶融して液化する溶融槽と、
　前記溶融した熱可塑性樹脂を収容し、かつ溶融した熱可塑性樹脂中に前記濾材の一辺を
浸漬するための開口を有する浸漬槽と、
　前記溶融槽と浸漬槽とを加熱する加熱装置と、
を備えており、
　前記溶融槽は、固状の熱可塑性樹脂を収容する固体収容部と、液化した熱可塑性樹脂を
貯留する貯留部とからなり、前記固体収容部と貯留部とが、開口を有する仕切りを介して
連通しており、
　前記溶融槽の貯留部と浸漬槽とは隣接配置されており、前記溶融槽の貯留部から液化し
た熱可塑性樹脂が浸漬槽側にすくい上げられると共に、前記浸漬槽からの逸流液が前記溶
融槽側に流れ込むようになっていることを特徴とするフィルタエレメントの製造装置。」
をその要旨とした。
【００１２】
　また、請求項３～５記載の発明は、「剛性板を固着したフィルタエレメントの製造方法
であって、
　前記濾材の少なくとも１辺に保形材を接合し、
　次いで、請求項１又は２に記載の製造装置を用いて、前記保形材を溶融した熱可塑性樹
脂液中に浸漬して、前記保形材表面に熱可塑性樹脂液を付着させ、
　次いで、前記保形材に剛性板を前記熱可塑性樹脂を介して積層し、
　この後、前記熱可塑性樹脂を冷却することで、前記保形材に剛性板を固着することを特
徴とするフィルタエレメントの製造方法」をその要旨とした。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のフィルタエレメントの製造方法、及びそれに用いる製造装置は、洗浄などによ
り再生して繰り返し使用することができる剛性板を固着したフィルタエレメントを効率的
かつ低コストで製造することができる。特に一定量の熱可塑性樹脂を容易に濾材周囲また
は保形材に付着させることができるので、接着力が均一であり、しかも高効率かつ低コス
トにエレメントを製造できるという利点を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１４】
　次に、本発明の剛性板を固着したフィルタエレメントの製造方法、及びそれに用いる製
造装置を図面に示した一実施の形態に従って詳細に説明する。以下、本発明の剛性板を固
着したフィルタエレメントの製造方法（以下、単に本方法という）を説明する過程で本発
明の製造装置についても説明する。
【００１５】
　本方法は、剛性板を固着したフィルタエレメントを製造するための方法である。本方法
により製造されるフィルタエレメントを構成する濾材は、不織布、織編物、ネット、紙な
どの通気性の素材からなり、これを平板状またはジグザグ状に折り加工されたものである
。尚、濾材には、嵩高で塵埃保持量が多く、濾過寿命が長い不織布が好適に使用できる。
【００１６】
　濾材に使用する不織布の種類としては、例えばバインダ接着型不織布、水流絡合不織布
、ニードルパンチ不織布、繊維接着型不織布、スパンポンド不織布、メルトブロー不織布
などが挙げられ、これらを単独でまたは複数種組み合わせた形態で使用できる。
【００１７】
　また、この不織布の材質は特に限定されず、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレ
ンテレフタレートなどのポリエステル系繊維、ナイロン６（登録商標）、ナイロン６６（
登録商標）などのポリアミド系繊維、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのポリオレフィ
ン繊維、ポリアクリロニトリルなどのアクリル繊維、ポリビニルアルコール繊維、および
合成パルプなどの合成繊維、レーヨンなどの半合成繊維、綿、パルプ繊維などの天然繊維
、或いはガラス繊維、セラミックス繊維、金属繊維などの無機繊維などを単独でまたは複
数種組み合わせて使用することができる。
【００１８】
　尚、濾材には、ガス除去可能な活性炭粒子、触媒粒子、脱臭剤などの機能性粒子を必要
に応じて適宜含ませることもできる。
【００１９】
　濾材は、平板状またはジグザグ状に折り加工されているが、その折り加工法としては、
レシプロ式やロータリー式などのプリーツ加工機による方法や、ジグザグ形状に成形され
た押し型でプレスする方法などがある。
【００２０】
　また、濾材の折り形状としてはまったく任意であるが、好ましくは襞の高さが５～２０
０ｍｍ、より好ましくは８～７０ｍｍ、さらに好ましくは８～２５ｍｍであり、襞のピッ
チとしては、１～１５ｍｍ、好ましくは２～１０ｍｍである。図示の例では、厚さ１ｍｍ
の不織布をプリーツ加工して５２の折り襞を形成した濾材を用いた。折り襞の高さは２８
ｍｍ、襞のピッチは４ｍｍとした。
【００２１】
　この折り加工された濾材は、隣り合う折り襞が折り襞を横切るように（折り方向と直交
する方向に）、連続的にまたは不連続に塗着した線状の樹脂固形物によって密着しないよ
うに分離されているものであってもよい。この場合、使用する樹脂固形物には、発泡ホッ
トメルト樹脂、無発泡ホットメルト樹脂やウレタン樹脂などが適している。この線状の樹
脂固形物は、折り襞相互の間隔を保持する機能に加え、濾材の補強機能をも有する。尚、
線状の樹脂固形物は、濾材の処理流体の流入側及び又は流出側に設けることができる。
【００２２】
　この濾材の少なくとも１辺に保形材を接合するのである。保形材は、シート状の部材で
あれば特に限定されないが、取り扱い易さやコストの低減化といった観点からロール状に
巻回できる柔軟な素材が望ましく、具体的には不織布、織編物、フィルム、発泡樹脂板、
紙材などを用いることができる。特に保形材の素材として不織布や発泡樹脂板を用いた場
合、これらが嵩高でクッション性に富み、十分な保形性を保持できる点で好ましい。また
、不織布や発泡樹脂板は、活性炭などの粒子を担持させた濾材に接合する場合には、その
クッション性により濾材に馴染んで隙間なく接着することができるという利点を有する。
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【００２３】
　この保形材の濾材への接合は、例えば熱可塑性の樹脂を予め保形材に塗布しておき、そ
の上で該保形材を濾材周囲に押し当てて接合するなど、従来より知られた方法により行う
ことができる。
【００２４】
　また、保形材には、上記不織布などの素材に接着剤または接着性シートが付着した複合
材を用いることもできる。この場合、上述の濾材への接合に際して樹脂を塗布する必要を
省くことができる。接着剤又は接着性シートとしては、エチレン－酢酸ビニル系、熱可塑
性ポリウレタン系、ポリアミド系、ポリオレフィン系、スチレン系などのポリマーを用い
ることができ、具体的には、上記不織布などの素材にホットメルト樹脂シートをラミネー
トして一体化させた複合物を挙げることができる。図示の例では、２０２ｍｍ×２８ｍｍ
×１ｍｍの大きさの不織布を保形材として用いた。
【００２５】
　次に、保形材を溶融した熱可塑性樹脂液中に浸漬して、前記保形材表面に熱可塑性樹脂
液を付着させる。この工程を行う場合、図１に示すような製造装置を用いるのが好ましい
。
【００２６】
　図１～図３に示すように、製造装置３４は、溶融槽３７と浸漬槽３５と前記溶融槽３７
と浸漬槽３５とを加熱する加熱装置４０とを備えている。この製造装置３４は、固状の熱
可塑性樹脂３６を収容し、かつこの熱可塑性樹脂３６を加熱して溶融して液化するもので
あり、耐熱性が要求されることから、例えばステンレスなど、金属製の材質で構成される
のが望ましい。
【００２７】
　この製造装置に収容される熱可塑性樹脂３６としては、加熱により溶融して液化する樹
脂であればよく、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなど
のポリエステル系樹脂、ナイロン６（登録商標）、ナイロン６６（登録商標）などのポリ
アミド系樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのポリオレフィン系樹脂、ポリビニル
アルコール系樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合体などのビニル系樹脂などを用いること
ができる。中でもエチレン－酢酸ビニル共重合体は、９２℃の軟化点を有し、かつ取り扱
い性、入手容易性、安定性などの点で好ましい。
【００２８】
　溶融槽３７は、固状の熱可塑性樹脂３６を収容し、かつこの熱可塑性樹脂３６を溶融し
て液化する槽であり、図３に示すように、浸漬槽３５からの逸流液が前記溶融槽３７に流
れ込むように前記溶融槽３７と浸漬槽３５とは隣接配置されている。図示の例では溶融槽
３７と浸漬槽３５が一体化されていて、１つの槽を構成している。
【００２９】
　また、溶融槽３７は、固状の熱可塑性樹脂３６を収容し、かつ前記熱可塑性樹脂３６を
加熱により溶融して液化する収容部３７ｂと、溶融した熱可塑性樹脂３６を貯留する貯留
槽３７ａとからなる。これら収容部３７ｂと貯留槽３７ａは下方に開口（図示しない）を
有する仕切り板３７ｃを介して連通しており、収容部３７ｂ内で溶融した熱可塑性樹脂３
６が貯留槽３７ａへと流れ込むようになっている。
【００３０】
　浸漬槽３５は、溶融槽３７（詳しくは貯留槽３７ａ）からへらXなどにより、すくい上
げた溶融した熱可塑性樹脂３６を収容する槽であり、かつ濾材３２の少なくとも１辺に接
合した保形材３３の表面を挿入して浸漬するための開口３５ｂを有している。
【００３１】
　また、この浸漬槽３５の両内側面にはレール３５ａが設けられており、このレール３５
ａにへらＸを押し当てながら、例えば図３に示すように、レール３５ａに沿ってへらＸを
移動させることで、浸漬槽３５内に収容される溶融した熱可塑性樹脂３６の高さを揃える
ことができ、これにより濾材３２の少なくとも１辺に接合した保形材３３の表面を浸漬す
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る際、浸漬深さを一定に保つことができるようになっている。
【００３２】
　前記熱可塑性樹脂を溶融して液化する加熱装置としては、前記浸漬槽３５と溶融槽３７
とを加熱することができる限り特に限定されない。図示の例では、浸漬槽３５及び溶融槽
３７とは別体のホットプレートを用いたが、浸漬槽３５及び溶融槽３７のそれぞれに付設
されてこれらを別々に加熱するもの、或いは浸漬槽３５及び溶融槽３７と一体に設けられ
て、これらを同時に加熱するものであってもよい。尚、図示の例のように浸漬槽３５及び
溶融槽３７とは別体であり、かつこれら浸漬槽３５と溶融槽３７とを同時に加熱すること
ができる加熱装置４０（ホットプレート）の場合、メンテナンスが容易というメリットが
ある。
【００３３】
　以上のように構成された製造装置３４によって、保形材を溶融した熱可塑性樹脂液中に
浸漬して、前記保形材表面に熱可塑性樹脂液を付着させる。この工程を行う場合、まず、
　図１に示す製造装置３４を図２に示すように加熱装置４０（ホットプレート）上に置き
、その上で製造装置３４の収容部３７ｂ内に固状の熱可塑性樹脂３６を入れ、加熱装置４
０を作動させて収容部３７ｂ内に固状の熱可塑性樹脂３６を加熱により溶融して液化する
。収容部３７ｂ内の溶融した熱可塑性樹脂３６は、仕切り板３７ｃ下方の開口を通して貯
留槽３７ａへと流れ込み、同貯留槽３７ａに収容される。
【００３４】
　次いで、図３に示すへらＸなどを用いて、貯留槽３７ａから溶融した熱可塑性樹脂をす
くい上げて、浸漬槽３５内に過剰に充填する。次いで、図３に示すように、レール３５ａ
に沿ってへらＸを移動させることで、余剰の熱可塑性樹脂３６を貯留槽３７ａに落とし込
み、浸漬槽３５内に収容される溶融した熱可塑性樹脂３６の高さを揃えた（図４参照）。
図４に示す例では、樹脂の深さを約２ｍｍとした。この後、図５に示すように、浸漬槽３
５の開口３５ｂを通して、濾材３２を斜めにして、濾材３２の少なくとも１辺に接合した
保形材３３の表面（濾材３２のコーナー部分）を挿入し、溶融した熱可塑性樹脂３６内に
浸漬する。
【００３５】
　次いで、図６に示すように、濾材３２の反対側を斜めにして、濾材３２の少なくとも１
辺に接合した保形材３３の表面（濾材３２のコーナー部分）を挿入し、溶融した熱可塑性
樹脂３６内に浸漬し、その後、図７に示すように、濾材３２の少なくとも１辺に接合した
保形材３３全体を溶融した熱可塑性樹脂３６内に浸漬する。
【００３６】
　尚、浸漬する深さは、特に限定されないが、好ましくは０．５～１０ｍｍ、より好まし
くは１～５ｍｍである。濾材が保形材を有する場合は、保形材の厚さの０．５～５倍が好
ましく、１～３倍がより好ましい。図３～図７の例では、保形材の厚さが約１ｍｍである
ことから、浸漬する深さは２ｍｍとした。
【００３７】
　上記のように、濾材３２の少なくとも１辺に接合した保形材３３の表面を挿入し、溶融
した熱可塑性樹脂３６内に浸漬することで、一定量の熱可塑性樹脂を容易に保形材に付着
させることができる。
【００３８】
　尚、図示の例では、濾材３２の少なくとも１辺に接合した保形材３３を溶融した熱可塑
性樹脂３６内に浸漬する例を示したが、本発明の製造装置は、保形材を有しない濾材の一
辺に熱可塑性樹脂を付着させ、この付着面に後述する構成板を接着して、濾材の折り形状
の保持、並びに該エレメントの取り扱い性の向上を図るようにしたフィルタエレメントを
製造する場合にも適用することができる。
【００３９】
　次に、図８に示すように、前述の工程で一定量の熱可塑性樹脂を付着させた保形材３３
に剛性板３８を前記熱可塑性樹脂を介して積層する。剛性板３８は、枠内に該フィルタエ
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レメント３１を繰り返し脱着する場合、一定程度の剛性を濾材に付与するもである。この
剛性板３８は、合成樹脂、金属または木材から成る板状物であり、図示の例における剛性
板３８は、２２０ｍｍ×５０ｍｍ×２ｍｍの大きさの樹脂板（ＡＢＳ製）であり、その非
接着面側には取っ手４１が設けてあり、その反対面（固着面）側には保形材３３の大きさ
に対応してこれを受容する位置決め溝（図示しない）（高さ３ｍｍで幅が１ｍｍの線状の
突起によって形成された溝）が形成されており、この溝に熱可塑性樹脂を付着した保形材
３３を挿入することで保形材３３の正確な位置に剛性板３８を積層できるようになってい
る。
【００４０】
　尚、剛性板の幅は、保形材の幅よりも大きくすることも、小さくすることも、或いは同
じ幅とすることも可能であるが、保形材の幅よりも大きくした場合、上述のように、位置
決め溝を形成することができるというメリットがあり好ましい。
【００４１】
　この後、前記熱可塑性樹脂を冷却することで、前記保形材に剛性板を固着することがで
きる。この場合、図９に示すように、固定台３９を使用するのが望ましい。固定台３９に
は、固着部分に荷重がかかるように、エレメント３１を剛性板３８の取っ手４１が上とな
るように垂直に立てて常温で静置した。冷却により熱可塑性樹脂が固化し、保形材に剛性
板が固着したフィルタエレメントが得られる。
【００４２】
　尚、本発明のフィルタエレメントの製造方法及び製造装置は、上述の図面に示した例に
限定されず、特許請求の範囲に記載された範囲で自由に変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明のフィルタエレメントの製造装置における溶融槽及び浸漬槽を示す斜視図
。
【図２】本発明のフィルタエレメントの製造装置の全体を示す斜視図。
【図３】溶融槽及び浸漬槽内に樹脂を収容した状態を示す斜視図。
【図４】浸漬槽内に樹脂の高さを揃えた状態を示す斜視図。
【図５】浸漬槽内に保形材を有する濾材を斜めにして浸漬している状態を示す斜視図。
【図６】浸漬槽内に保形材を有する濾材を浸漬している別の状態を示す斜視図。
【図７】浸漬槽内に保形材を有する濾材を浸漬している別の状態を示す斜視図。
【図８】熱可塑性樹脂を付着した保形材に剛性板を積層した状態を示す斜視図。
【図９】保形材に剛性板を積層したフィルタエレメントを固定台に置いて樹脂を冷却固化
させている状態を示す斜視図。
【図１０】従来のフィルタエレメントを示す斜視図。
【図１１】従来の別のフィルタエレメントを示す斜視図。
【図１２】従来のさらに別のフィルタエレメントを示す斜視図。
【符号の説明】
【００４４】
　３２ ・・・濾材
　３３ ・・・保形材
　３４ ・・・製造装置
　３５ ・・・浸漬槽
　３６ ・・・熱可塑性樹脂
　３７ ・・・溶融槽
　３８ ・・・剛性板
　３９ ・・・固定台
　４０ ・・・加熱装置
　４１ ・・・取っ手
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